
《新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ》
雇⽤維持と事業継続の為の
資⾦繰り⽀援等のご案内

1.事業継続のための運転資⾦が⼼配
 ⽇本政策⾦融公庫等で実質無利⼦・無担保の融資が受けられます
【P12〜】

※対象者は最近１ヵ⽉の売上⾼が前年⼜は前々年⽐で⼀定以上減少した⽅
※実質無利⼦化の限度額は、⽇本公庫については個⼈事業主 3千万円（国⺠事業） 中⼩企業者 1億
円（中⼩事業） 商⼯中⾦については1億円（危機対応融資）

2.過去に借り⼊れた資⾦の返済が負担
 ⽇本政策⾦融公庫等の過去の借⼊れを⼀部実質無利⼦で借換
できます 【P22】

※実質無利⼦化の限度額は最⼤1億円。借換えの限度額（新規融資と借換えの合計額）は３億円
※実質無利⼦化の限度額は、⽇本公庫 中⼩事業 1億円、国⺠事業3千万円 商⼯中⾦ 危機対応
融資1億円

3. 雇⽤を維持したいが給与の⽀払いが⼼配

 従業員の賃⾦等を最⼤9/10助成されます 【P43】
※解雇を伴わない場合の助成率は中⼩企業9/10 ⼤企業3/4

4.家賃など⽉々の固定費の⽀払いが厳しい

 事業全般に広く使える現⾦が最⼤200万円⽀給されます 【P28】
※対象者は売上が前年同⽉⽐で50%以上減少している⽅
※給付上限は、法⼈（中堅・中⼩・⼩規模）200万円、個⼈事業主（フリーランス含む）100万円

5.税や社会保険料、電気・ガス料⾦の⽀払いが⼼配
 基本的に全ての税の納税を猶予できます 【P55〜】
 厚⽣年⾦等の保険料の納付を猶予できます 【P61〜】
 電気・ガス料⾦の⽀払いを猶予できます 【P63〜】

中⼩個

 ⺠間⾦融機関で最⼤3千万円の実質無利⼦・無担保の融資が受け
られます 【P11】

※対象者はセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けた⽅

⼤中堅

中⼩個

中⼩個

中堅中⼩個

⼤中堅中⼩個

※ ︓個⼈事業主・フリーランス向け、 ︓中⼩企業向け、 ︓中堅企業向け、 ︓⼤企業向け⼤中堅中⼩個

※【】内はパンフレット（裏⾯参照）のページ数。各制度の利⽤条件など詳細は別途パンフレット等でご確認ください。



●経済産業省HP特設ページにパンフレットを掲載しており、
各⽀援策のお問合せ先も掲載しております。
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連 で検索、
または右のQRコードよりご確認ください。

●感染症流⾏が収束した後の経済活動の回復に向けた
⽀援策等もございます。

経済産業省における北海道内の
新型コロナウイルスに関する相談窓⼝
窓 ⼝ 連 絡 先

経済産業省北海道経済産業局
産業部 中⼩企業課
https://www.hkd.meti.go.jp/hokic/mado
/corona_virus/index.htm

011-709-2311
（内線2575〜2576）
hokkaido-chusho@meti.go.jp

北海道よろず⽀援拠点
https://yorozu.hokkaido.jp/

011-232-2407
soudan@hsc.or.jp

資⾦繰り⽀援全般に関するお問い合わせ先
●中⼩企業 ⾦融・給付⾦相談窓⼝
0570ｰ783183
※平⽇・休⽇9︓00〜17︓00

●⾦融庁相談ダイヤル
0120ｰ156811（フリーダイヤル）
※平⽇10︓00〜17︓00
※IP電話からは03ｰ5251ｰ6813におかけください

こうした相談窓⼝は、上記のほか、北海道内の⽇本政策⾦融公庫、商⼯組合
中央⾦庫、信⽤保証協会、商⼯会議所、商⼯会連合会、中⼩企業団体中央
会、並びに全国商店街振興組合連合会、中⼩企業基盤整備機構北海道本部
にも設置されています。

●相談窓⼝の⼀覧や連絡先については、経済産業省ＨＰ
特設ページ内の「新型コロナウイルスに関する 経営相談窓⼝
⼀覧」または右のQRコードよりご確認いただけます。

<パンフレット>

<相談窓⼝⼀覧>


